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   交野市立世代間交流センターレストランスペース活用業務 

運営事業者公募に関する仕様書 

 

１．レストランスペースの所在地等  

①所在地 ： 交野市天野が原町５丁目５番１号  

交野市立保健福祉総合センター１階の一部（別図参照）  

②使用面積： １９３．４８㎡  

ァ）厨房スペース  ３７．４８㎡ 

         ィ）食事スペース １５６．００㎡ 

 

２．使用用途  

交野市立保健福祉総合センター利用者等向けのレストラン（食堂）・喫茶の運営  

 

３．業務期間  

平成２９年４月１日より平成３４年３月３１日までの５年間  

 

４．経費負担  

以下の費用については、運営事業者において負担すること。  

（１）最低テナント料  １，２４２，０００円（年額・消費税等相当額含む） 

※テナント料の消費税等相当分については、契約期間中に消費税率の改定があった場合は、改定後の 

消費税率により算定した額とします。 

（２）光熱水費等  

電気料金、ガス料金、水道料金、下水道料金 

（３）営業のために必要な各種手続きに要する一切の費用  

（４）厨房設備・什器・備品等（食器類含む）に係る購入費及び修繕費 

厨房設備・什器・備品等については、運営事業者の負担により用意することとする。但し、運営事

業者は、別紙「物品一覧」に掲載の備品を無償で貸与を受けて使用することができる。また、使用

に際して修繕等が必要な場合は、運営事業者が費用負担することとする。  

（５）店舗内改修、模様替え等原型を変更する場合に必要な一切の費用（事前に書面により指定管理者を

通して交野市の承認が必要）  

（６）厨房・店舗内の清掃に係る経費及び防虫防鼠、消毒等の衛生管理に係る経費  

（７）取替が必要となった消耗管球等の交換費用 

（８）事業系一般廃棄物収集運搬及び産業廃棄物処理に係る経費 
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５．使用条件等  

（１）営業時間等  

原則、交野市立保健福祉総合センターのうち、世代間交流センターの開館日及び開館時間の範囲内

で運営事業者の提案により決定する。  

・世代間交流センターの開館時間及び休館日  

（開館時間） 

午前９時から午後９時３０分  

（休館日）休日、月曜日及び年末年始（１２月２８日～１月４日）  

（２）提供メニュー及び提供価格等  

提供メニュー及び提供価格は、運営事業者が定める。なお、交野市立保健福祉総合センターには幅

広い層（年齢、性別）の方が訪れることから、それらに対応したメニュー構成とするとともに、提

供価格についても利用しやすい価格となるよう、運営事業者は努力すること。 

（３）改装工事等  

運営事業者は、自らの責任と負担において工事を行うことができる。工事にあたっては、事前に指

定管理者を通して交野市の承認が必要であり、決定に一定の期間（１か月程度）を要するため、十

分な期間をもって承認申請を行うこと。  

（４）営業許可の申請  

食品衛生法に基づく営業許可の申請、その他法令が定める関係機関等への申請、届出等については、

すべて運営事業者が自らの責任と負担において行うこと。  

（５）衛生管理  

運営事業者は、清潔保持及び衛生管理に十分注意を払うこと。食品衛生法上の発生事案については、

すべて運営事業者の責任と負担において対処するとともに、直ちに交野市及び指定管理者へ報告す

ること。また、衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関

係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続きを行うこと。  

（６）火元責任者の配置  

常勤の火元責任者を配置し、従業員を含めて防火管理を徹底すること。なお、火災や地震発生の際

及び訓練時等には、防火・防災管理者（指定管理者を含む。）の指揮命令に基づき行動すること。  

（７）事故等への対応  

運営事業者は、事故防止を徹底すること。万一事故が発生した場合には、すべて運営事業者の責任

と負担において対処するとともに、直ちに交野市及び指定管理者に報告すること。  

（８）利用者からの要望への対応等  

利用者からの要望等には、運営事業者が責任をもって対応すること。また、要望内容等を可能な限

り反映できるよう努めるとともに、必要に応じて指定管理者と協議の場を持つこと。  

（９）営業状況等の報告  

運営事業者は、収支状況のほか、指定管理者が求める報告物について提出すること。  
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（10）消防法上の措置等  

消防関係法令について必要に応じて所轄消防署と協議等を行い、その結果を交野市及び指定管理者

に報告すること。  

 

６．契約の解除  

指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、催告その他何らの手続を用いないで本契約を

解除することができる。その場合、当該解除によって生じた損失の補償を指定管理者に請求することは

できない。  

（１）指定管理者に納入すべき経費を３か月以上滞納したとき。 

（２）契約書及び仕様書の条項の定めに違反したとき。  

（３）公募時に運営事業者が提出した企画提案書の内容に基づく運営が行われていないと認められるとき。 

（４）運営事業者が銀行取引の停止又は破産、民事再生、会社更生等の申立てをするか、若しくは受けた

とき。 

（５）運営事業者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められたとき。 

 

７．原状回復  

業務期間が満了するときは満了する日までに、契約を解除されたときは指定管理者の指定する期日ま

でに、運営事業者は自らの費用で物件を原状に回復し、交野市及び指定管理者の検査を受けて返還しな

ければならない。ただし、交野市及び指定管理者が原状に回復する必要がないと認めたときは現状のま

ま返還することができる。 なお、業務期間が満了する日又は指定管理者が指定する期日までに原状回

復の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを行い、その費用を運営事業者の負担とする。この場

合、運営事業者は何らの異議を申し立てることはできない。  

 

８．損害賠償  

運営事業者は、その責に帰すべき理由により、当該業務物件の全部又は一部を滅失、又は棄損したと

きは、当該滅失又は棄損による使用物件の損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなくてはなら

ない。ただし、当該業務物件を原状に回復した場合は、この限りではない。  

また、運営事業者は、契約書及び仕様書に定める義務を履行しないために指定管理者及び交野市に損害

を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支払わなくてはならない。  

 

９．法令の遵守  

レストラン（食堂）・喫茶の運営にあたっては、関係法令及び関係諸規定を遵守すること。  

 

10．その他  

この仕様書に定めのない事項や運営に際し疑義が生じた事項については、指定管理者と運営事業者が

協議して定めるものとする。 
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☆別紙 「備品一覧」 

 品   名 品質・規格等 

１ テーブル 
１２台 フロアに設置 

（平成４年３月２５日購入） 

２ イス 
サイドチェア４８脚 フロアに設置 

（平成４年３月２５日購入） 

３ 製氷機 
ＩＭ３５Ｍ １台 フロア側調理台下に設置 

（平成２５年３月２９日購入） 

４ 花台 
プラントスタンド ４台 フロアに設置 

（平成４年３月２５日購入） 

５ 配膳台 キャスター付 

６ 洗面台 フロアに設置（設置場所変更不可） 

７ 壁掛け時計 フロアに設置（設置場所変更不可） 

８ ショーケース フロアに設置 

９ 冷蔵庫 フロア側調理台下に設置 

10 調理台 フロア側 

11 流し台２台（３口×１台、２口×１台） 調理場内 

12 大型冷蔵庫 調理場内 

13 ガスコンロ２台（３口×１台、２口×１台） 
調理場内 

２口コンロは低位置に設置 

14 調理台３台 調理場内 

15 冷蔵庫 調理台下に設置 

16 麺用の調理台 麺用鍋を保温できる調理台（ガス用） 

 


